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シンポジウム「公共牧場を再考する一過去・現在・未来ー」

公共育成牧場の歴史・現状・今後の課題

安武正秀
日本馬事協会
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(資料出典)
①上記 1-3については、農林水産省生産局畜産部畜産振興課「公共牧場をめぐる情勢J(平成22年4月)より転記した
②上記4-11については、社団法人日本草地畜産種子協会「平成21年度公共牧場経営実態調査」のデーターをもとに編集した
③上記12については、社団法人日本草地畜産種子協会「公共牧場長等研修会テキスト(関東・北陸・東海・近畿プロック、平成22年2月25・26日)の公共牧場を巡る
情勢」より転記した。

1.公共牧場の利用状況
ま:公訴牧場数辻、減少傾向で推移しており、平成20年度!立金留で862牧場。

Cg;公共牧場の利用頭数i志、 16年度は増加したものの17年度以降減少してお句、 20年護由利用議数(夏期:7R
1日持点)立、全信認で145千頭、畜種別では乳間牛が83干媛、関問牛が62干銭となっているむ

。公共牧場数、利用頭数及び牧草地頭議等の推移
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〈き〉畜種男IJの夏期{7月1日時点)における利用状況は、乳用牛が約57%、肉用牛が約43%となっている“また、地域

践で!立、北海道で乳照牛の割合が約73%と大きく、逆に都府県では肉照牛の放牧割合が約67%と大きくなっているυ

ゆ 1牧場当たりの利用頭数及び草地面積は、横ばい傾向で推移しており、平成20年度における1牧場当たりの夏期

の料用頭数は168類、 1牧場当たりの草地荷額は106haとなっている。

01牧場当たりの利用互理数及び牧草草地面績の推移
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資料:畜産援興課識ペ
議:利用頭数は各年7~1日時点

。公共牧場の手UFF1状況(平成20年)
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利用額数('F霊票日7F.11日現筏) 1牧場当たり

牧 築 地 霊予2草地 1ha~当たり
牧場数 蕗穏 荷積 議数 護士悲

頭数
針 事し舟牛肉用牛 (千ha) (千ha) 〈

弓頭〉
) (ha) 

(芸員/ha)(Z， 
ヴ)/(診

き主 濁 862 
145 83 62. 

92 38 168 106 1.58 
(100.%) (57.4%) (42.6%) 

北海道 214 
79 61 17 

51 6 368 239 1
‘54 (100見〉 (78.1お〉 (21.9%) 

都府操 648 66 22 44 41 3.2 102 63 1.63 
(100。紛 (32.7お〉 (67.3紛

($.)大家醤の放牧対象頭数!こ占める公共牧場の利用頭数割合i立、金留で乳舟牛が約16%、肉用牛が7%と
なっている。

祭公共牧場を手Ijj脅した農家戸数は全閣で約17千戸となっている。公共牧場の管内または管外の農家の手1)

用割合をみると、管内の農家の利用割合が85%と高く、ほとんどが管内農家の利用となっている。なお、
北海道では、乳用牛で約21%が管外の畿家となっているG

ぐち大家筈鏑養畿家における公共牧場の利用状況は、乳用牛親義農家が約36%、肉用牛銭養農家が約9%
となっている。

{単位:子頭、%)
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{単位:戸)

(81 %) 

3，336 713 136 ι235 G76 45 45 966 I 5.201 

(79%) (94%) (811心 (81%) (2 t詰) (6%) ( 19%) ( 19%) 

4，037 5‘701 192 9，，930 558 880 44 
(81九) (87覧〉 (12弘) (13% ) (19弘〉 (13% 

般公共牧場の草地雷磁は、約92千ヘク歩一jレで、牧草地面積全体の約15%を占めている。
特{二、都府県で!土、牧草地軍務の約4劉を占めており、公共牧場は重襲な自給続料基盤となっているが

0牧草地頭裁に占める公共牧場の草地面積のシェア〈平成20年度〉

、牧場数 ~牧撃漁協穣くわ討会J 公共牧壌箪地5議議(l1a)(怠 シェア(gflJ(g)/怨
窪 862 621，300 (100.%) 91.752 

建・1 214 517，900 (83‘4%) 51.068 

f>t~ ‘‘ ; 648 103.400 (16β%) 40.684 

択一 11.，; 277 63，800 (10.3%) 21.915 

関東 98 11，200 (1.8%) 5.932 

ゴt毅 28 2.190 (0.4%) 1.178 

東海 30 1β20 (0.3%) 1，394 

近畿 6 576 (0.1見〉 121 

中E盟国 40 4.210 (0.7%) 2，940 
斗 11~11 168 14β00 (2.3%) 7，167 

品 単一ー
5..790 (0.9%) 37 

資料:統計?湾総書pr務士宮及び作付iiii務統計J、道Je章者ま輿滋号車ベ
;:1::枚Z草地富iifAl立、総jj!l及び作付函積統計{耳Z民主20年7}"!156)

。地域)jljの公共牧場草地雷務シェア{平成20年度)
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80詰
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40当

。門該・， y 岬

。お

記海道東北関~北陸議書近畿中限菌九州沖縄

2.公共牧場の所有形態及び管理委託状況

(100九) 14.8 

(55.7詰) 9.9 
(44.3%) 39.3 
(23.9%) 34.3 

(6.5九) 53“。
(1.3%) 53.8 

(1.5%) 86.0 
(0.1九) 21.0 
(3.2詰〉 69.8 

(7‘8%) 51.2 
(0.0九〉 0.6 

公共牧場の所有形態を見ると、都道府県所有が6%、市町村所有が57%、議議Ci裏〉所有が9%、遺産公社等

所有が2%、その惣任窓総合等所有が26%となっている。

管理状況をみると、地方自治体所有の59%が管稽委託しているのに対レ、地方公共間体以外の所有する牧場で

は、 76%議己管理となっている。
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0公共牧場の管理委託状況(平成20年度j

管 理 方 j去
牧場数くや

委託管理
所有形態

饗4託割?Jベ合管I理; 爵2.管3霊
計簿 都道側j市町付 i農協ぷ畜産公社;也管会割合門的

{地方!3治体〉 542 (62‘9) 223 

l議都i駅盤付府県
48 (5，(l) 22 

4S4 (57，3) 201 

{地方窃治体、以外} 320 (371) 243 

78 (.9.0) 71 

産公社 15 (U) 12 
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合計 862 (100.0) 466 

割合 100‘。 54.1 

。公共牧場の所有主体完110)割合(.rp;成20年度)
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。公共牧場の云iJ用率の推移
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。公共牧場の地域別の手Ij1=軽率(夏期:7湾1日)
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4.牧場開設後経過年数

......9年

牧場開設後経過年数別牧場数

10年

......19年

20年
......29年

30年

......39年

慾都府県滋北海道

40年
......49年

50年~

-公共牧場は農業政策における「畜産の選択的拡大」のもとに畜産公共事業の推進によっ

て昭和40年台から50年代にかけて積極的に開設された。この結果開設後30-39年経

過した牧場が最も多く、施設や草地の老朽化が問題となっている。

5、人工授精・受精卵移植の実施状況

人工授精は牧場全体の5割近くが実施しており、特に北海道では、全牧場の54%が実施している。一方、受精卵移植について
は、北海道では20%、都府県では15%、の実施率にとどまっている。

6、放牧馴致実施状況

牧場への入牧前後の牛の放牧馴致は全牧場の3害IJ弱が実施している。実施の場所

は全体のほぼ6害IJが入牧前の農家段階で行っている。馴致の状況は北海道も都府県

もほぼ同じである。
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7、牧場への来訪者数

牧場への1年間の来場者数は全国の牧場全体で419万人となっており、我が国人口の4%程度が牧場を訪
れていることになる。 1牧場平均では北海道の2千人程度に対して都府県は1万人に達している。

8、草地更新の実施状況

草地更新を実施している牧場の割合は北海道では19弘であるのに対して
都府県は11%となっている。また、 1年間の更新面積は全国の牧場全体の
草地面積の1.4%1ことどまっている。

9、牧野衛生

ピロフラズマ及び外部寄生虫の被害は、北海道の発生率が都府県に比べて半分以下となっており、北海道での被害は都府県に
比べ軽微とみられる。

-13-



北海道草地研究会報 45(2011) 

10、事業収支状況

牧場の収支状況をみると、赤字牧場は、北海道では27犯で、都府県で、1;1:36%となっており、経営状

況は依然として厳しい状況となっている。管理主体別にみると、県、市町村、公社での割合が高
く、農協やその他国体での赤字の割合が比較的低くなっている。
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1 2、公共牧場に利用できる事業一覧

|干草区骨 l事業名 士t，" 補助率

畜産公共事業 |甲田都留道目府県睦営草湘地号盤昌E縦の攻う【良ち公事共業牧場制主型】
都道府県、 f盤法人

E@D草牧地鴇盤惹情地持抱基盤整備
5lJ1 

畜産担い手育戚総合整備【事担業い
手文銀型】 都道府県、臨法人

E2持EF星罰諜雲認器監謹髄産鐙書語繍醐

5lJ1 

【再編整備型】
5C脳

草地林地一体的利鳳恰整備事業 都道府県、指定法人 55" 

畜産畜環産境i1総省合認整合備整事備業事の【業草うち地密度活性it型】 都道府県 tEa浪人

S2自Z豊主そ皇富副刷室E。会筋器Fb量盤施問舗担問鋪地醐棚田施設醐

5lJ1 

81口13町

【資源リサイクJ阻】 5C尉

51E/肘3 

歯度手同よ共畢完走

ISilL¥度内ぽR浦晦実宮預当フ増古争ペ産E庇力F星の惜強化野の問世努旬l才まt::i.'i!醐金e骨量造 都述道、農府協県、、農市業町生村産、公浪社人、等農協
。@也@飼実共放料畜同牧作放利t也物牧用0潜等作機付S材繍Z議件整件整備整備備

1/2 

1こ13応、1/2
工法| じて変更

AUC事業
匡腫組M飼l科料宣自加給古率用向促上進総総合合対対策束事業

。士)日本草地e産種子協会
①放俗す牧、る家のを畜実に衛要躍生すす対るる程集抵団重量自がE公1li共司科牧生場産にそ札の、他ての入共退同椴利鰐用のを家実畜施運
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1 3、今後の展開方向(1 ) 

， )公共牧場は、我が国独特の制度で、これまで多大な公的資金を投じてきた貴重な財産 (畜産界とし

ての財産に加えて国民的財産として認識すべき)

2) この貴重な財産を有効活用することは、畜産関係者にとっての責務

3)公共牧場の有効活用には、 2つの「三位一体」の原則で取り組むことが必要

4)第一の「三位一体」は、 「草一家畜一人」による取り組み

-草は、公共牧場の土台一草地の能力を最大限発揮することが最も重要、この場合、草地の能力の発揮

は「草」の収量を上げることが最終目的でない。目標は、第一義的には単位当たり草地でどれだけ多くの

家畜を飼養し、又は「乳」、「肉」等畜産物を生産できるかであり、さらに求めるならば、人間に精神的な

ものを含めていかに多くの価値を与えてくれるかである。

-家畜では、「牛」をターゲットにするのは当然であるが、その他の草食性家畜など(馬、羊、山羊等)

に目を向けることも必要、

・「人」でのキーワードは、「やる気」、「向上心」である。例:北海道では「浦幌町模範牧場」、東北では

「くずまき高原牧場」

5)第二の「三位一体」は、 「現場一試験研究一行政」による取り組み

-現場は研究テーマの宝庫

-画一的対応では限界→アイデンテイティの発揮

-やるべきことを明確にする→行政のかかわり・行政は補助的手段
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